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旧林家住宅条例施行規則（平成６年岡谷市教育委員会規則第３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（休館日及び公開時間） （休館日及び公開時間） 

第２条 旧林家住宅（以下「住宅」という。）の休館日及び公開時間は

次のとおりとする。ただし、岡谷市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が必要と認めたときは、これを変更することがある。 

第２条 旧林家住宅（以下「住宅」という。）の休館日及び公開時間は

次のとおりとする。ただし、岡谷市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が必要と認めたときは、これを変更することがある。 

(1) 休館日 

ア 水曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当

たるときを除く。 

イ 休日の翌日。ただし、この日が休日、日曜日又は土曜日に当たる

ときを除く。 

ウ １２月２９日から翌年１月３日まで 

(1) 休館日 

ア 水曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当

たるときを除く。 

イ 休日の翌日。ただし、この日が休日、日曜日又は土曜日に当たる

ときを除く。 

ウ １２月２９日から翌年１月３日まで 

(2) 公開時間 

ア ３月１日から１１月３０日 午前９時から午後４時３０分まで 

イ １２月１日から翌年の２月末日 午前９時から午後４時まで 

（平成１６教委規則４・平成２６教委規則１・一部改正） 

(2) 公開時間 

ア ３月１日から１１月３０日 午前９時から午後４時３０分まで 

イ １２月１日から翌年の２月末日 午前１０時から午後３時まで 

 （平成１６教委規則４・平成２６教委規則１・一部改正） 
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